
「生活習慣病管理料」と「療養計画書」についてのお知らせ

【対象となる患者様】

【当院の対応について】

高血圧症、脂質異常症（高コレステロール血症など）、糖尿病で通院中の患者様

「療養計画書」の作成と交付

医師が患者様に応じた個別の治療計画を作成し、説明の上、計画書をお渡しし
ます。（※国の方針に基づき、患者様の署名は不要となりました）

長期処方への対応

状態に応じ、28日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行が可能です。

※お一人ずつの丁寧な計画作成のため、診察にお時間をいただく場合がございます。

2026年6月1日施行／（医）輝斉会 森田病院 院長
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